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超高齢社会を見据えた「生活支援共創プラットフォーム」の構築に向けて
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高齢者生活支援プロジェクト
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1２０４０年に向けた介護サービスの課題

民間のサービスを組み合わせて、要介護者に必要なサービス量の確保を目指す
（一定の収益を確保した形でのwin-winモデル）

・高齢者（要介護者）は、今後ますます増加

・支え手（生産年齢人口）は減少
介護人材は確実に不足

現在の体制のみでは、必要なサービス量の確保は困難

85歳以上人口は今後も右肩上がり（現在の１．３倍）

〇 県内の８５歳以上の人口推移

1.3倍

出典：2000〜2020年：総務省統計局「人口推計」都道府県別・年齢階級別（10月1日現在）2025年：総務省
「住民基本台帳年齢階級別人口（令和7年1月1日現在）」2030〜2050年：国立社会保障・人口問題研究所
（IPSS）「地域別将来推計人口（令和5年推計）」

〇県内第１号被保険者
年齢階級別要介護認定率（２０２３年度）

5.2％
１０．８％

２０．５％

３５％

５５％

年齢が上がるに連れて、介護が必要な状態に
（８５歳以上の５５％で介護が必要に）

７５％

【国の基本方針】

出典：令和５年度 介護保険事業状況報告（年報） 兵庫県
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2現状の訪問介護サービスの内容

・軽度な要支援者は、生活支援（援助）として訪問介護のサービスを受けている人も多い

・要支援者の訪問サービスの中心は、日常の掃除や買い物等の生活支援が中心

・この部分を介護事業者でない民間事業者が担うことで、介護人材不足の一助となり得る

出典：介護予防・日常生活支援総合事業の 充実に向けた検討会 （第２回）大東市資料

要支援者は、掃除・買い物のニーズが高い要支援者のサービス利用は、生活援助が中心

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計 月報 第26表（令和7年3月審査分）」より分析
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種別 分類 主な提供内容（例）

生活支援

買い物 移動販売、宅配、付添い 等

家事 掃除、洗濯、調理、配食、食器洗い、ゴミ出し 等

移動 買い物、社交場、運動教室等への送迎 等

その他 通院補助、薬受け取り、電球交換、庭木剪定、衣替え、模様替え、社員食堂の

利用、送迎付き銭湯、地域の生活支援（買い物、移動、ゴミ出し 等）を担うボラン

ティア団体への参加奨励 等

介護予防

運動 活動場所の提供、地域高齢者と一緒に体操 等

社会参加機
会の提供

活動場所の提供、社交場の提供、企業の花壇の手入れを高齢者へ依頼
会社周辺の掃除 等

短時間就労 高齢者向けの、短時間就労枠の創設 等

就労的活動
(有償ボランティア)

軽易な作業を数百円/時 で高齢者に依頼 参考：尼崎市資料

例：商品陳列、商業施設でのカート集め、掃除、商品製造、農業、教育 等

民間事業者との協力により提供を目指すサービス

今後、まずは生活支援の部分を中心に、要支援者へのサービス提供を目指す
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https://hyogoken.viewer.kintoneapp.com/public/file/inline/def000009d7f5e356d4c48775e27573603815836300e991a6caf9695bd27c1a0/20250115051206255F6C2F90044AA598D92760A7AE1099163
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4民間事業者によるサービス提供までの流れ

① 県が民間事業者と展開できる生活支援サービスの事業スキームを構築し、市町に提供
② 市町が生活支援サービスを協力事業者に委託
③ ケアマネージャーが、利用者(要支援者)のケアプラン(介護サービス計画書)を策定

計画の一部に、事業者の生活支援サービスを組み込む
※利用者と事業者との調整はケアマネージャーが担当

④ 調整結果に基づきサービスを提供
⑤ 利用料は、利用者・市町（介護保険料と税を原資）の双方から事業者が回収

検討時期 これまでの経緯

H29

要支援者※１への訪問・通所介護サービスを、介護保険サービスから分離し「総合事業※2」に位置付け

※1 要介護認定(どの程度の介護が必要かを判定する仕組み)により「要支援」として認定された方
  認定は7段階（要支援1,2,要介護１～５）となっており、そのうち要支援１,２の方が対象

※2 当事業は、市町により実施される

～R5
市町村、特に福祉部局と多様な主体とのつながりが希薄であり、連携の開始・加速が進まず
→国、県のそれぞれで多様な主体との連携（生活支援共創プラットフォーム）を構築する方針が示される

R6
・国が、プラットフォーム構築の手引きを策定
・沖縄県が、全国に先駆けてプラットフォーム構築に着手

R7 兵庫県も、多様な主体との連携を目指し、検討開始 

● 県と民間事業者が連携し、要支援者＊向けの生活支援サービスの事業を開発

● 市町が民間事業者と細部調整の上、要支援者に提供

【具体的な手順】

＊高齢者のうち、要支援１，２認定の方

※事業として利益計上も可
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⚫ 地域づくりに貢献したい

⚫ 誰かの役に立ちたい

⚫ 仲間とのつながりが欲しい

⚫ 住み慣れた自宅での生活を続ける
ため、身の回りのことを一部サポー
トしてほしい

⚫ 趣味・楽しみをあきらめたくない

⚫ 住み慣れた地域、通い慣れたお店
で、身の回りのことを完結させたい

⚫ 自分の生活スタイルを継続したい

⚫ 新しい楽しみを見つけたい

高齢者が役割を持って活動し続けることがで
きるサービス
農業、教育、食品加工、製造、等における就労・有償ボランティア 等

生活を支える選択肢を増やすサービス
家事代行、外出・通院同行、配食・宅配、旅行支援、等

通い慣れた店舗を利用し続けることに役立つ
サービス
オンデマンド交通、送迎付き銭湯、店舗内サポート、等

3

1

2

高齢者のニーズ ニーズに応えるサービスイメージ

高齢者ニーズと合致したサービス展開

高齢者（要支援者）のニーズと合致する形でのサービス提供を模索

※今後、個別のワーキングチームを通じ、各参加事業者様が実施している関連するサービスの状況を把握させて頂きたい

5
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ニーズとシーズの把握 市町と民間事業者のマッチング

新しいサービスの検討
の場を設定 単

一
自
治
体
で
実
装

マッチングした市町と企業によ
る協議の場を設け、

• 具体的な課題の共有
• 具体的な事業アイディアの

共有
• 共創可能性に関する協議
• 活用可能な制度の整理

等について議論する

兵庫県庁

市町の
課題把握

マッチング

市町

民間事業者

民間事業者の
事業アイデア

兵庫県にて、市町側の課題と事
業アイディアのマッチングを行う

兵庫県庁

他
自
治
体
へ
横
展
開

今後の実証事業実施までのスキーム

県は市町の課題を把握し、事業者の事業アイデアとマッチングし、社会実装を目指す

6

民間事業者

市町
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※事業者収入：1,723円

参考資料：事業アイデア １
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参考資料：事業アイデア ２
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参考資料：事業アイデア ３
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厚生労働省 

「生活支援共創プラットフォーム」関係参考資料



Hyogo Prefecture

生活支援共創プラットフォーム

生活支援共創プラットフォームとは

高齢者の地域での生活が地域の様々な分野の多様な主

体との関わりの中で成立するものであり、高齢者の尊厳

ある自立した生活を支えていく体制を構築するために

は介護保険制度の領域を越えた活動との連携を深める

ことが重要であることから、分野を越えた連携の促進を

図るため、全国版の「高齢者の生活支援を地域の多様な

主体の共創により進めるプラットフォーム」（生活支援共

創プラットフォーム（全国版））を立ち上げました。

本プラットフォームは、「つながる・知る・うまれる」のコ

ンセプトのもとで、共創事例の紹介や関係者による交流

などを推進することで、多様な主体の連携を強化すると

ともに、地域における高齢者の生活支援や地域づくりの

促進を目指しています。

https://seikatsu-kyosopf.mhlw.go.jp/

https://seikatsu-kyosopf.mhlw.go.jp/
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出典：厚生労働省介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理
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出典：介護保険における生活支援体制整備推進のための研修 厚労省資料より
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